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南
宋
時
代
に
お
け
る
道
教
の
神
へ
の
加
封

―
盧
山
と
茅
山
の
事
例
を
中
心
に

―

酒
井
規
史

一
、
前
言

宋
代
に
お
い
て
、
人
々
が
信
仰
す
る
神
々
が
霊
験
あ
ら
た
か
で
あ
れ
ば
、
朝
廷
が
称
号
を
あ
た
え
て
信
仰
を
公
認
す
る
こ
と
が
行
わ

れ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
宗
教
信
仰
の
管
理
と
信
徒
た
ち
の
人
心
の
掌
握
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
朝
廷
か
ら
あ
た
え
ら
れ

た
神
々
の
称
号
（
以
下
、
朝
廷
が
称
号
を
あ
た
え
る
こ
と
を
「
賜
号
」、
さ
ら
に
あ
た
え
ら
れ
た
称
号
を
「
封
号
」
と
称
す
（
は
、
文

字
数
の
多
少
に
よ
っ
て
ラ
ン
ク
付
け
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
神
を
奉
ず
る
信
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
封
号
の
文
字
数
が
増
え
、
ラ
ン
ク
が
上

が
る
こ
と
（
以
下
、
封
号
の
字
数
を
増
や
す
こ
と
を
「
加
封
」
と
称
す
（
は
栄
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
賜
号
と
加
封
は
単
純
に
神
々
の

霊
験
を
認
め
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
時
に
は
宋
朝
と
信
徒
た
ち
の
間
の
利
害
関
係
を
反
映
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

宋
朝
か
ら
賜
号
さ
れ
た
神
々
の
中
に
は
、
も
ち
ろ
ん
国
家
公
認
の
宗
教
で
あ
っ
た
道
教
の
神
々
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
宋
朝
は
道
教
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の
神
々
に
災
厄
を
は
ら
う
力
を
求
め
、
国
家
の
保
護
に
役
立
つ
神
で
あ
る
と
認
め
れ
ば
賜
号
や
加
封
を
行
っ
た
。
ま
た
、
皇
帝
と
神
を

奉
ず
る
道
士
た
ち
が
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
場
合
、
神
に
対
す
る
加
封
と
い
う
形
で
道
士
や
所
属
す
る
道
観
の
格
上
げ
を
し
て
、
い
っ

そ
う
手
厚
く
保
護
を
し
た
よ
う
で
あ
る
。

南
宋
時
代
に
お
け
る
道
教
の
神
に
対
す
る
加
封
に
つ
い
て
は
、『
盧
山
太
平
興
国
宮
真
君
事
実
』
と
『
三
茅
真
君
加
封
事
典
』
と
い

う
文
献
が
残
さ
れ
て
お
り
、
道
教
の
代
表
的
な
聖
地
で
あ
る
盧
山
（
江
西
省
（
と
茅
山
（
江
蘇
省
（
を
舞
台
に
し
た
加
封
に
つ
い
て
詳

細
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
後
者
の
『
三
茅
真
君
加
封
事
典
』
は
、
タ
イ
ト
ル
が
し
め
す
通
り
、
加
封
に
関
す
る
資
料
が
ま
と
め

ら
れ
て
お
り
、
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
資
料
に
も
と
づ
き
、
南
宋
の
理
宗
時
代
に
お
け
る
道
教
の
神
へ
の
加
封
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
と
実
施
の
状
況

を
考
察
す
る（
１
（。

そ
の
こ
と
で
、
南
宋
朝
に
お
け
る
加
封
の
実
態
の
み
な
ら
ず
、
宋
朝
・
皇
帝
と
道
教
・
道
士
と
の
関
係
、
ま
た
国
家
公

認
で
挙
行
さ
れ
た
道
教
儀
礼
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二
、
宋
代
に
お
け
る
道
教
の
神
へ
の
賜
号
と
加
封

本
稿
の
主
題
で
あ
る
南
宋
の
加
封
儀
礼
の
背
景
と
し
て
、
は
じ
め
に
宋
代
に
お
け
る
神
へ
の
賜
号
に
つ
い
て
概
括
し
て
お
き
た
い
。

先
学
が
指
摘
す
る
通
り
、
宋
代
に
お
い
て
民
間
信
仰
の
神
々
へ
の
賜
号
と
、
神
々
を
祭
る
祠
廟
に
朝
廷
公
認
の
名
称
を
あ
た
え
る
賜
額

の
形
式
が
整
備
さ
れ
た（
２
（。

そ
れ
と
と
も
に
、
道
教
の
神
々
に
対
す
る
賜
号
や
、
道
観
へ
の
賜
額
も
多
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

『
宋
史
』
巻
一
百
五
の
「
諸
祠
廟
」
の
項
目
の
冒
頭
は
、
宋
朝
の
神
々
に
対
す
る
姿
勢
を
簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
。
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南宋時代における道教の神への加封

自
開
寶
、
皇
祐
以
來
、
凡
天
下
名
在
地
志
、
功
及
生
民
、
宮
觀
陵
廟
、
名
山
大
川
能
興
雲
雨
者
、
並
加
崇
飾
、
增
入
祀
典
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
北
宋
時
代
か
ら
、
宮
観
（
道
観
（・
陵
墓
・
祠
廟
の
う
ち
人
々
に
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
、
名
山
や
大
川
で
よ
く

雨
を
降
ら
す
も
の
は
祟
飾
を
加
え
ら
れ
、「
祀
典
」
に
載
せ
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
場
所
で
祭
祀
さ
れ
て
い

る
神
々

―
山
川
な
ど
の
自
然
の
神
・
道
教
の
神
仙
・
歴
史
上
の
人
物
が
死
後
に
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る

―
が
公
認
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
で
は
、
宋
朝
が
認
め
た
利
益
と
は
何
か
と
い
う
と
、「
水
（
水
害
（・
旱

（
ひ
で
り
（・
兵
（
戦
争
（・
疫
（
伝
染
病
（」
に
よ
る
災
厄
を
は
ら
う
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（『
咸
淳
臨
安
志
』
巻
七
十
三
「
廣

靈
廟
記
」（。
宋
朝
は
有
益
な
神
々
を
峻
別
す
る
と
同
時
に
、
信
仰
の
管
理
・
統
制
を
推
進
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
三
百
三
十
六
、
元
豊
六
年
の
項
に
は
神
々
へ
の
賜
号
の
規
定
が
決
め
ら
れ
た
際
の
記
事
が
み
え
る
。

太
常
寺
言
、「
博
士
王
古
乞
、
自
今
諸
神
祠
加
封
、
無
爵
號
者
賜
廟
額
、
已
賜
廟
額
者
加
封
爵
、
初
封
侯
、
再
封
公
、
次
封
王
。

生
有
爵
位
者
從
其
本
。
婦
人
之
神
封
夫
人
、
再
封
妃
。
其
封
號
者
初
二
字
、
再
加
四
字
。
如
此
、
則
錫
命
馭
神
、
恩
禮
有
序
。
凡

古
所
言
皆
當
。
欲
更
增
神
仙
封
號
、
初
真
人
、
次
真
君
。」
並
從
之
。

太
常
寺
博
士
の
王
古
の
提
案
に
よ
り
、（
一
（
男
性
の
神
は
「
侯
」
か
ら
「
公
」、
最
終
的
に
「
王
」
と
い
う
称
号
を
得
て
、
女
性
の

神
は
「
夫
人
」
か
ら
「
妃
」
に
封
じ
ら
れ
る
、（
二
（
神
の
封
号
は
二
字
か
ら
始
ま
っ
て
い
く
、（
三
（
道
教
の
神
仙
の
場
合
は
、「
真

人
」
か
ら
「
真
君
」
に
な
っ
て
い
く
、
と
い
う
基
本
的
な
賜
号
の
形
式
が
定
ま
っ
た
。

道
教
で
祭
祀
さ
れ
る
神
へ
の
賜
号
に
つ
い
て
は
、
北
宋
時
代
初
期
か
ら
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
北
宋
初
期
の
太
宗
と
真
宗
は
、
独
自
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の
神
を
信
仰
し
た（
３
（。
太
宗
は
翊
聖
保
徳
真
君
、
真
宗
は
皇
室
の
始
祖
（
聖
祖
（
と
さ
れ
る
九
天
司
命
上
卿
保
生
大
帝
を
信
仰
し
、
賜
号

も
行
っ
て
い
る
（『
宋
大
詔
令
集
』
巻
一
百
三
十
五
「
天
神
上
」（。
こ
れ
ら
の
神
は
も
と
も
と
道
教
の
神
の
体
系
に
は
な
い
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
賜
号
を
行
い
朝
廷
公
認
の
神
で
あ
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

道
教
の
神
に
対
し
て
は
、
北
宋
時
代
、
す
で
に
老
子
（
大
中
祥
符
七
年
に
「
太
上
老
君
混
元
上
徳
皇
帝
」（
や
真
武
（
天
禧
二
年
に

「
真
武
霊
応
真
君
」（、
玉
皇
（
政
和
六
年
に
「
太
上
開
天
執
符
御
歴
含
真
體
道
昊
天
玉
皇
上
帝
」（
な
ど
に
賜
号
が
行
わ
れ
て
い
る

（『
宋
大
詔
令
集
』
巻
一
百
三
十
六
「
天
神
下
」（。
以
下
で
と
り
あ
げ
る
廬
山
の
九
天
採
訪
使
者
と
茅
山
の
三
茅
君
に
対
し
て
も
北
宋
時

代
に
賜
号
が
行
わ
れ
て
お
り
、「
真
君
」
の
号
を
得
て
い
る
（
詳
し
く
は
後
述
（。

南
宋
の
景
定
二
年
に
立
て
ら
れ
た
「
宋
勅
賜
忠
顯
廟
牒
碑
」（『
両
浙
金
石
志
』
巻
十
二
（
に
は
、
南
宋
時
代
の
賜
号
に
つ
い
て
の
規

定
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
南
宋
の
賜
号
制
度
に
つ
い
て
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
文
中
の
「
慶
元
令
」（
慶
元
年
間
の
令
（

に
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

諸
道
釋
神
祠
祈
禱
靈
應
（
謂
功
績
顯
著
惠
利
及
人
載
於
祀
典
者
（、
宜
加
官
爵
・
封
號
・
廟
額
者
、
州
具
事
狀
保
明
申
轉
運
司
、

本
司
委
隣
州
官
躬
親
詢
究
、
再
委
别
州
不
于
礙
官
覆
實
訖
、
具
事
實
保
奏
。

こ
れ
に
よ
り
、
南
宋
時
代
に
は
霊
験
の
あ
る
道
教
・
仏
教
・
民
間
信
仰
の
神
は
地
方
か
ら
推
薦
さ
れ
、
さ
ら
に
官
僚
の
審
査
を
経
て

賜
号
が
実
現
す
る
と
い
う
仕
組
み
が
で
き
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
同
碑
に
よ
れ
ば
、
建
炎
三
年
に
は
「
神
祠
遇
有
靈
應
、
即

先
賜
額
、
次
封
侯
、
次
封
公
、
次
封
王
。
婦
人
之
神
初
封
夫
人
、
次
封
妃
、
每
加
二
字
至
八
字
止
」
と
い
う
規
定
が
な
さ
れ
、
神
の
称

号
は
二
字
ず
つ
増
え
て
い
き
、
八
字
を
上
限
と
し
て
い
た
と
い
う
。
本
稿
の
主
題
と
な
る
九
天
採
訪
使
者
と
三
茅
君
の
場
合
も
、
こ
の
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南宋時代における道教の神への加封

規
定
通
り
に
二
字
ず
つ
加
封
が
行
わ
れ
て
い
る
（
詳
し
く
は
後
述
（。

三
、
理
宗
の
道
教
信
仰

次
に
、
本
稿
で
考
察
す
る
加
封
の
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
当
時
の
皇
帝
で
あ
る
理
宗
の
道
教
信
仰
に
つ
い
て
も
概
括
し
て
お

き
た
い（
４
（。

良
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
理
宗
は
朱
子
学
者
を
登
用
し
、
廟
号
も
朱
子
学
の
概
念
で
あ
る
「
理
」
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
理
宗
は
朱
子
学
を
信
奉
す
る
一
方
で
、
道
教
に
対
し
て
も
理
解
を
示
し
て
い
た
。
特
に
政
治
に
倦
ん
だ
治
世
の
後
半
は
道
教

信
仰
に
傾
斜
し
て
い
き
、
龍
翔
宮
や
西
太
一
宮
、
佑
聖
観
な
ど
の
道
観
の
整
備
を
行
い
、
巨
額
の
費
用
を
使
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。本

稿
で
取
り
上
げ
る
茅
山
と
盧
山
へ
の
関
わ
り
は
、
嘉
熙
元
年
（
一
二
三
七
（
に
始
ま
る
よ
う
で
あ
る
。
九
月
に
は
茅
山
の
元
符
万

寧
宮
で
金
籙
斎
と
投
龍
簡
の
儀
礼
を
行
わ
せ
た
（『
茅
山
志
』
巻
四
「
理
宗
金
籙
投
龍
玉
簡
詞
」（。
こ
の
金
籙
斎
と
投
龍
簡
は
い
ず
れ

も
国
家
・
皇
帝
の
保
護
と
安
寧
を
願
っ
て
行
わ
れ
る
道
教
儀
礼
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
十
月
に
は
盧
山
の
太
平
興
国
宮
で
霊
宝
道
場
（
金

籙
斎
を
指
す
可
能
性
が
高
い
（
と
投
龍
簡
を
行
わ
せ
て
い
る
（『
盧
山
太
平
興
国
宮
事
実
』
巻
二
「
保
國
祈
嗣
玉
簡
」（。
こ
の
二
つ
の

儀
礼
は
、
ど
ち
ら
も
理
宗
が
世
継
ぎ
の
誕
生
を
祈
っ
て
挙
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
理
宗
の
後
継
者
問
題
が
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る（
５
（。

理
宗
は
前
代
皇
帝
の
寧
宗
の
実
子
で
は
な
く
、
当
時
権
勢
を
誇
っ
て
い
た
宰
相
の
史
彌
遠
に
よ
っ
て
擁
立
さ
れ
た
皇
族
の
一
人
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
即
位
後
に
寧
宗
の
皇
太
子
で
あ
っ
た
済
王
・
趙
竑
を
弑
殺
し
て
お
り
（
湖
州
の
変
（、
そ
の
皇
位
の
正
統
性
に
疑
問
を

抱
か
れ
て
い
た（
６
（。
理
宗
に
後
継
者
が
い
な
け
れ
ば
、
趙
竑
の
血
統
か
ら
次
期
皇
帝
が
選
ば
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
洞
天
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福
地
と
し
て
知
ら
れ
る
茅
山
の
華
陽
洞
天
と
、
有
名
な
霊
山
で
あ
る
盧
山
に
お
い
て
、
後
継
者
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
祈
願
し
て
道
教
儀

礼
を
挙
行
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
翌
年
の
嘉
熙
二
年
（
一
二
三
八
（
の
九
月
に
は
、
子
の
趙
維
が
生
ま
れ
て
い
る
（『
宋
史
』
巻
四

十
二
・
理
宗
本
紀
（。
後
年
に
お
け
る
道
教
信
仰
へ
の
傾
斜
は
、
こ
の
時
期
に
発
端
が
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
以
下

に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
の
ち
に
盧
山
と
茅
山
に
お
い
て
加
封
と
そ
れ
に
と
も
な
う
儀
礼
が
大
々
的
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

四
、
盧
山
に
お
け
る
加
封
の
事
例

ま
ず
、
盧
山
に
お
け
る
加
封
の
事
例
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
加
封
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
九
天
採
訪
使
者
と
い
う
神
で
あ
る（
７
（。
こ

の
神
は
、
唐
末
五
代
の
杜
光
庭
に
よ
る
『
録
異
記
』
で
は
「
万
神
を
弾
糾
」
す
る
、
つ
ま
り
神
々
を
監
察
す
る
神
と
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
後
、
以
下
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
運
命
を
つ
か
さ
ど
り
、
災
厄
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
司
命
神
と
し
て
も
信
仰
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
九
天
採
訪
使
者
は
北
宋
の
元
豊
四
年
（
一
〇
八
一
（
に
「
応
元
保
運
真
君
」
と
い
う
称
号
を
あ
た
え
ら

れ
て
い
る
（『
盧
山
太
平
興
国
宮
真
君
事
実
』
巻
二
「
進
應
元
保
運
號
詔
」（。
そ
れ
に
続
い
て
、
南
宋
に
な
っ
て
加
封
が
実
現
し
た
の

で
あ
る
。

『
盧
山
太
平
興
国
宮
採
訪
真
君
事
実
』（『
正
統
道
蔵
』
正
一
部
所
収
。
以
下
、『
真
君
事
実
』
と
略
称
す
る
（
に
は
、
理
宗
時
代
の
盧

山
・
太
平
興
国
宮
の
九
天
採
訪
使
者
へ
の
加
封
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。
加
封
は
嘉
熙
四
年
（
一
二
四
〇
（
と
景
定
二
年
（
一
二
六

一
（
の
二
回
行
わ
れ
て
お
り
、
宋
朝
の
発
給
し
た
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
当
時
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

加
封
に
つ
い
て
、
以
下
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
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（
一
）
嘉
熙
四
年
の
加
封
の
経
緯

そ
れ
で
は
『
真
君
事
実
』
巻
二
・
巻
三
に
も
と
づ
き
、
嘉
熙
四
年
の
加
封
に
つ
い
て
、
そ
の
経
緯
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま

ず
は
年
表
形
式
で
事
態
の
推
移
を
示
し
て
お
こ
う
。
ま
た
、
各
項
目
の
最
後
に
は
、
関
連
す
る
資
料
を
示
し
て
あ
る
。

◎
嘉
熙
元
年
（
一
二
三
七
（

【
十
月
】

理
宗
が
世
継
ぎ
を
求
め
て
太
平
興
国
宮
で
道
士
二
十
一
人
に
命
じ
て
「
霊
宝
道
場
一
昼
二
夜
」「
設
醮
三
百
六
十
分
位
」
を
行
わ

せ
る
。（
巻
二
「
保
国
祈
嗣
玉
簡
」（

◎
嘉
熙
二
年
（
一
二
三
八
（

【
八
月
】

・
太
平
興
国
宮
の
道
士
・
熊
守
中
が
九
天
採
訪
使
者
（
当
時
の
称
号
は
「
九
天
採
訪
応
元
保
運
真
君
」（
の
加
封
を
要
請
。
尚
書
省

の
監
査
も
要
求
。（
巻
二
「
陳
乞
加
封
奏
状
」（

・
理
宗
が
熊
守
中
に
命
じ
て
護
国
・
豊
作
を
祈
る
た
め
の
儀
礼
を
行
わ
せ
る
。（
巻
二
「
醮
詞
」、「
上
帝
青
詞
」、「
真
君
青
詞
」（

◎
嘉
熙
四
年
（
一
二
四
〇
（

【
四
月
（
？
（】

・
宋
朝
が
加
封
を
許
可
。
九
天
採
訪
使
者
の
称
号
に
二
文
字
（
妙
化
（
を
加
え
て
「
九
天
採
訪
応
元
保
運
妙
化

4

4

真
君
」
と
す
る
。

（
巻
二
「
加
封
誥
詞
」（

【
閏
十
二
月
】
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・
加
封
に
際
し
、
熊
守
中
に
太
平
興
国
宮
で
「
設
醮
一
千
二
百
分
位
五
昼
夜
」「
拝
奏
宝
章
」
を
行
わ
せ
る
。
ま
た
、
盧
山
の
寿
聖

広
福
観
と
大
中
祥
符
観
で
「
設
醮
一
百
二
十
分
位
」
を
行
わ
せ
る
よ
う
理
宗
が
命
じ
る
。（
巻
三
「
聖
旨
文
字
」（

◎
淳
祐
元
年
（
一
二
四
一
（

【
二
月
六
日
】

・
盧
山
の
太
平
興
国
宮
で
「
開
建
祈
穀
福
時
斎
壇
五
昼
夜
」「
拝
奏
宝
章
」「
関
祝
周
天
星
燈
・
甲
子
長
生
命
燈
」「
満
散
設
醮
一
千

二
百
分
位
」
が
行
わ
れ
る
。（
巻
三
「
真
君
祝
版
」「
設
醮
意
旨
」（

【
二
月
十
八
日
】

・
盧
山
の
寿
聖
広
福
観
で
「
霊
宝
道
場
一
昼
夜
」「
関
祝
星
燈
」「
満
散
設
清
醮
一
百
二
十
分
位
」
が
行
わ
れ
る
。（
巻
三
「
寿
聖
広

福
観
・
大
中
祥
符
観
醮
意
」（

こ
の
嘉
熙
四
年
の
加
封
を
主
導
し
た
の
は
、
盧
山
の
太
平
興
国
宮
の
道
士
・
熊
守
中
で
あ
る
。
上
述
の
と
お
り
、
嘉
熙
元
年
に
理
宗

は
後
継
者
を
求
め
て
盧
山
で
「
霊
宝
道
場
」（
お
そ
ら
く
は
金
籙
斎
（
を
行
わ
せ
た
。
熊
守
中
は
翌
年
の
嘉
熙
二
年
八
月
に
加
封
を
要

求
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
理
宗
の
子
・
趙
維
が
生
ま
れ
る
直
前
で
あ
り
（『
宋
史
』
巻
四
十
二
・
理
宗
本
紀
（、
後
継
者
誕
生
の
実
績
を

前
提
と
し
て
加
封
を
要
求
し
た
と
思
わ
れ
る
。

熊
守
中
が
加
封
を
要
求
す
る
際
に
上
奏
し
た
「
陳
乞
加
封
奏
状
」
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

睹
江
州
廬
山
九
天
採
訪
應
元
保
運
真
君
、
上
自
三
皇
五
帝
、
下
至
于
唐
、
逐
代
易
名
、
顯
靈
降
祉
、
主
天
地
國
家
之
歷
數
、
掌
祖

宗
儲
制
之
符
圖
。
在
昔
賜
額
撥
田
、
褒
封
祈
禱
、
具
有
成
典
。
至
於
禳
禬
水
旱
、
弭
戢
兵
戈
、
應
感
靈
驗
、
載
諸
碑
記
。
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九
天
採
訪
使
者
が
古
来
よ
り
国
家
の
命
運
を
つ
か
さ
ど
る
神
格
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
天
候
不
順
や
戦
乱
を
止
め
る
霊
験
を
あ
ら

わ
し
て
き
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
国
家
に
対
す
る
恩
恵
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
加
封
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
嘉
熙
年
間
の
盧
山
の
事
例
で
は
、
加
封
は
す
ぐ
に
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
加
封
を
要
求
し
た
の
と
同
時
、
も
し
く
は
そ
の
後
に
、

理
宗
は
熊
守
中
に
儀
礼
を
行
う
よ
う
命
じ
た
。『
真
君
事
実
』
巻
二
の
「
醮
詞
」
に
は
、
そ
の
際
に
使
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
理
宗
に
よ

る
青
詞
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

嗣
天
子
臣
某
伏
為
家
國
少
寧
、
邊
陲
侵
擾
、
師
徒
乂
戌
、
未
收
攘
卻
之
功
、
宵
旰
靡
寧
、
敢
怠
禱
祈
之
請
。
謹
遣
上
清
大
洞
經
籙

道
士
熊
守
中
齎
香
信
、
詣
廬
山
太
平
興
國
宮
、
開
壇
蕆
事
、
拜
伏
寶
章
、
上
通
宸
極
、
以
用
禳
兵
弭
寇
、
保
國
寧
邦
。

と
あ
り
、
ま
ず
主
要
な
関
心
事
と
し
て
、
戦
争
か
ら
国
家
を
守
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
四
年
前
の
端
平
元
年

（
一
二
三
四
（
に
金
が
滅
亡
し
、
モ
ン
ゴ
ル
が
南
宋
の
軍
事
的
な
脅
威
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う（
８
（。

ま
た
、
青
詞
の
後
半
に
は
以
下
の

よ
う
に
あ
る
。

伏
願
九
天
助
順
、
三
境
昭
臨
。
消
禍
亂
以
康
時
、
弭
干
戈
於
不
戰
。
更
冀
雨
暘
時
若
、
年
穀
豐
登
、
萬
民
無
疵
癘
之
災
、
四
海
樂

昇
平
之
化
。

戦
乱
の
停
止
、
天
候
が
順
調
で
豊
作
で
あ
る
こ
と
、
疫
病
が
流
行
し
な
い
こ
と
が
祈
祷
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
上
述
の
よ
う
に

「
水
・
旱
・
兵
・
疫
」
の
四
つ
の
方
面
に
霊
験
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
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加
封
は
す
ぐ
に
は
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
嘉
熙
四
年
に
加
封
が
実
現
し
、
そ
れ
ま
で
の
称
号
で
あ
る
「
九
天
採
訪
応

元
保
運
真
君
」
に
「
妙
化
」
の
二
文
字
が
加
え
ら
れ
、「
九
天
採
訪
応
元
保
運
妙
化

4

4

真
君
」
と
な
っ
た
。
な
お
上
述
の
通
り
、「
九
天
採

訪
」
の
部
分
は
元
々
の
神
の
名
前
な
の
で
、「
応
元
保
運
妙
化
」
の
部
分
が
宋
朝
か
ら
賜
号
・
加
封
さ
れ
た
部
分
と
な
る
。

そ
し
て
、
加
封
が
実
現
し
た
嘉
熙
四
年
、
太
平
興
国
宮
で
は
五
昼
夜
に
わ
た
る
大
が
か
り
な
醮
の
儀
礼
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
同
じ

盧
山
に
あ
る
寿
聖
広
福
観
・
大
中
祥
符
観
で
も
醮
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
こ
と
を
記
し
た
『
真
君
事
実
』
巻
三
「
聖
旨
文
字
」
の

内
容
か
ら
す
る
と
、
宋
朝
か
ら
の
加
封
が
実
現
し
、
下
賜
品
を
受
領
し
た
こ
と
を
神
に
報
告
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
翌
年
の
淳
祐
元
年
（
一
二
四
一
（
二
月
に
も
太
平
興
国
宮
と
寿
聖
広
福
観
で
道
教
儀
礼
が
挙
行
さ
れ
た
。
こ
の
際
に
読
み
上
げ
ら

れ
た
と
思
わ
れ
る
理
宗
の
願
文
も
残
っ
て
お
り
、
そ
の
内
容
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
九
天
採
訪
使
者
に
向
け
て
国
家
の
安
寧
を
祈
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
（
巻
三
「
真
君
祝
版
」「
設
醮
意
旨
」「
青
詞
」「
上
帝
青
詞
」「
真
君
青
詞
」「
寿
聖
広
福
観
・
大
中
祥
符
観
醮
意
」（。

（
二
）
景
定
二
年
の
加
封
の
経
緯

景
定
二
年
（
一
二
六
一
（
に
は
、
九
天
採
訪
使
者
へ
の
加
封
が
再
度
行
わ
れ
た
。『
真
君
事
実
』
巻
三
に
は
、
そ
の
際
に
宋
朝
が
発

給
し
た
文
書
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
も
と
に
加
封
の
推
移
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

◎
景
定
元
年
（
一
二
六
〇
（

【
五
月
】

・
史
岩
之
が
加
封
を
要
請
。（「
史
大
資
申
述
霊
験
乞
加
封
尊
冊
事
」（

【
六
月
】
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・
戦
没
者
の
慰
霊
と
供
養
の
た
め
に
、
盧
山
な
ど
三
カ
所
で
「
普
度
大
醮
一
千
二
百
位
」
を
行
う
許
可
が
出
る
。（「
恭
奉
朝
廷
賜
銭

設
普
度
醮
密
箚
」（

【
九
月
】

・
陸
叡
が
加
封
を
要
求
。（「
陸
殿
撰
再
奏
乞
頒
降
封
冊
事
」（

◎
景
定
二
年
（
一
二
六
一
（

【
五
月
】

知
江
州
の
印
応
雷
が
加
封
を
許
可
す
る
よ
う
に
要
請
。（「
印
徽
猷
申
乞
加
封
冊
號
事
」（

【
十
一
月
】

最
終
的
に
加
封
の
許
可
が
下
り
、
江
州
か
ら
太
平
興
国
官
に
通
達
さ
れ
る
。（「
江
州
備
坐
省
箚
」（

景
定
二
年
の
加
封
は
、
史
岩
之
の
要
請
か
ら
始
ま
っ
た
。
史
岩
之
に
よ
る
「
史
大
資
申
述
霊
験
乞
加
封
尊
冊
事
」
に
は
以
下
の
よ
う

に
あ
る
。

岩
之
自
去
秋
祇
戌
、
適
值
胡
馬
透
渡
、
被
旨
進
黃
援
鄂
。
岩
之
聞
命
即
行
、
但
副
閫
事
權
素
輕
、
江
州
又
號
內
地
、
進
當
大
敵
、

則
無
將
無
兵
、
退
守
中
流
、
則
城
卑
壕
淺
、
舟
師
援
鄂
、
則
風
逆
莫
前
、
增
戌
保
黃
、
則
星
流
告
變
。
人
心
皇
皇
、
士
氣
不
振
、

事
關
宗
社
、
未
知
攸
濟
、
遂
望
真
祠
許
、
設
普
天
大
醮
三
千
六
百
分
、
保
國
禳
兵
。
由
是
天
乃
返
風
、
遣
援
無
虞
。
靈
貺
昭
昭
、

敢
忘
報
謝
。
岩
之
遂
躬
詣
本
宮
、
酬
還
醮
願
。
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史
岩
之
は
開
慶
元
年
（
一
二
五
九
（、
卾
州
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
と
の
戦
争
に
参
加
し
た
。
そ
の
際
、
宋
の
水
軍
は
風
向
き
の
せ
い

で
順
調
に
進
軍
で
き
ず
、
士
気
も
下
が
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
盧
山
で
普
天
大
醮
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
風
向
き
が
よ
く
な
り
進
軍
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
史
岩
之
は
太
平
興
国
宮
を
訪
問
し
て
謝
恩
を
し
た
。
そ
の
際
に
、
宮
中
の
碑
刻
を
読
み
、
建
炎
年
間
の
張
遇

や
開
禧
年
間
の
吳
曦
な
ど
宋
朝
に
対
す
る
逆
賊
に
対
し
て
、
九
天
採
訪
使
者
が
た
び
た
び
宋
朝
を
保
護
す
る
霊
験
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

こ
と
を
知
る
。

謹
錄
元
豐
、
政
和
詔
冊
、
繳
連
在
前
、
欲
望
公
朝
特
加
敷
奏
、
付
有
司
討
論
典
故
、
於
應
元
保
運
妙
化
今
號
之
上
加
上
八
宇
徽
號
、

尊
以
冊
書
、
鏤
以
嘉
玉
、
收
回
元
誥
、
赴
禮
部
架
閣
。
不
惟
消
弭
兵
災
、
肇
開
泰
運
、
保
國
祚
於
有
永
、
延
聖
壽
以
無
疆
、
抑
與

列
聖
尊
崇
典
禮
不
至
背
馳
、
豈
勝
宗
社
生
靈
之
幸
。

史
岩
之
は
、
元
豊
年
間
と
政
和
年
間
の
加
封
の
際
の
詔
冊
を
同
時
に
宋
朝
に
提
出
し
、
同
じ
方
式
で
加
封
を
行
う
よ
う
に
宋
朝
に
要

請
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
加
封
を
行
う
こ
と
で
九
天
採
訪
使
者
が
宋
朝
を
保
護
す
る
こ
と
を
願
い
、
上
奏
文
を
締
め
く
く
っ
て
い

る
。
上
記
の
年
表
の
と
お
り
、
史
岩
之
の
後
に
陸
叡
が
再
度
加
封
を
要
請
し
、
印
応
雷
が
加
封
の
許
可
を
要
請
し
、
最
終
的
に
翌
年
に

加
封
が
決
定
し
た
。
九
天
採
訪
使
者
は
「
九
天
採
訪
応
元
保
運
妙
化
助
順

4

4

真
君
」
と
な
り
、
南
宋
の
規
定
で
は
最
高
の
八
字
の
称
号
を

あ
た
え
ら
れ
、
道
教
の
神
と
し
て
は
最
上
位
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

な
お
、
加
封
の
際
に
も
何
ら
か
の
儀
礼
は
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、『
真
君
事
実
』
に
は
特
に
記
載
が
な
い
。
た
だ
し
、『
真
君
事

実
』
巻
三
に
は
「
本
州
奉
安
封
誥
醮
慶
（
慶
醮
？
（
意
旨
」
と
「
慶
醮
詞
」
と
い
う
二
編
の
青
詞
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
加
封
を
慶
賀

す
る
た
め
の
醮
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
嘉
熙
四
年
の
加
封
の
際
に
行
わ
れ
た
よ
う
に
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
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測
さ
れ
る
。

こ
の
景
定
二
年
の
加
封
の
背
景
に
は
、
上
述
の
通
り
、
南
宋
と
モ
ン
ゴ
ル
の
戦
争
が
背
景
に
あ
る
。
加
封
の
前
年
で
あ
る
景
定
元
年

に
は
、
卾
州
か
ら
フ
ビ
ラ
イ
が
撤
退
し
、
卾
州
を
め
ぐ
る
攻
防
戦
が
ひ
と
ま
ず
終
わ
り
、
南
宋
は
し
ば
し
の
平
和
を
甘
受
し
て
い
た
。

盧
山
は
係
争
地
で
あ
る
卾
州
に
近
く
、
戦
争
の
最
前
線
に
最
も
近
い
道
教
の
聖
地
で
あ
っ
た
。『
真
君
事
実
』
巻
三
「
陸
殿
撰
再
奏
乞

頒
降
封
冊
事
」
に
は
盧
山
近
く
の
瑞
昌
県
に
も
敵
軍
が
侵
入
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
加
封
の
前
年
に
は
太
平
興
国
宮
で

は
戦
没
者
を
慰
霊
す
る
た
め
の
普
度
の
儀
礼
も
挙
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
景
定
二
年
の
加
封
儀
礼
は
、
国
家
の
保
護
を
神
に
求
め
る
当

時
の
宋
朝
の
意
向
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

五
、
茅
山
に
お
け
る
加
封
の
背
景

―
司
徒
師
坦
と
理
宗

―

次
に
茅
山
の
事
例
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
加
封
の
対
象
と
な
っ
た
三
茅
君
は
茅
盈
・
茅
固
・
茅
衷
の
三
兄
弟
で
あ
る
。
こ
の
三
兄
弟

は
漢
代
に
当
地
で
修
道
・
昇
仙
し
た
と
さ
れ
、
茅
山
の
名
も
彼
ら
に
由
来
す
る
。
そ
の
た
め
、
茅
山
の
開
祖
と
し
て
信
仰
の
対
象
と
な

っ
て
き
た
。
茅
山
は
ひ
と
つ
の
山
と
い
う
よ
り
は
、
主
峰
の
大
茅
峰
と
中
茅
峰
・
小
茅
峰
か
ら
形
成
さ
れ
る
小
さ
な
山
脈
で
あ
る
が
、

三
茅
君
は
そ
れ
ぞ
れ
の
山
の
神
と
し
て
大
茅
君
・
中
茅
君
・
小
茅
君
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る（
９
（。

茅
山
は
唐
代
以
降
、
道
教
の
聖
地
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
築
き
、
宋
代
に
お
い
て
も
江
南
に
お
け
る
道
教
の
名
山
と
し
て
主
要
な

聖
地
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た（

（1
（

。
北
宋
の
崇
寧
元
年
（
一
一
〇
二
（
に
は
茅
山
を
つ
か
さ
ど
る
神
で
あ
る
三
茅
君
も
賜
号
さ
れ
て
お
り
、
最

終
的
に
は
大
茅
君
は
「
太
元
妙
道
冲
虚
真
君
・
東
嶽
上
卿
司
命
神
君
」、
中
茅
君
は
「
定
録
右
禁
至
道
冲
静
真
君
」、
小
茅
君
は
「
三
官

保
命
微
妙
冲
慧
真
君
」
と
な
っ
た
と
い
う
。
な
お
、
こ
の
称
号
は
も
と
も
と
の
三
茅
君
の
呼
称
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
大
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茅
君
で
は
「
妙
道
冲
虚
真
君
」、
中
茅
君
で
は
「
至
道
冲
静
真
君
」、
小
茅
君
で
は
「
微
妙
冲
慧
真
君
」
の
部
分
が
、
宋
朝
に
よ
っ
て
あ

た
え
ら
れ
た
封
号
で
あ
る（

（（
（

。

淳
祐
九
年
（
一
二
四
九
（
に
行
わ
れ
た
三
茅
君
へ
の
加
封
は
、
司
徒
師
坦
と
い
う
道
士
が
主
導
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
加
封
の
背

景
を
さ
ぐ
る
た
め
、
ま
ず
司
徒
師
坦
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い（

（1
（

。
司
徒
師
坦
は
伝
記
資
料
に
乏
し
く
、
管
見
で
は
元
代
の
『
至
順
鎮
江

志
』
に
簡
単
な
伝
記
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

司
徒
師
坦
。
号
空
山
、
金
壇
人
。
幼
慕
清
虚
、
學
道
於
茅
山
崇
禧
觀
。
理
宗
聞
其
名
、
召
至
闕
。
祈
禱
有
應
、
賜
號
洞
微
先
生
。

就
茅
山
建
元
（
玄
（
壇
、
俾
為
民
祈
福
。
屢
有
宣
賜
、
念
不
可
忘
本
、
乃
以
前
後
所
得
宸
翰
、
敕
黃
、
道
秩
、
繳
奏
乞
移
恩
三
茅

君
、
從
之
。（
中
略
）
年
七
十
六
羽
化
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
司
徒
師
坦
は
茅
山
の
近
く
の
金
壇
出
身
で
あ
り
、
崇
禧
觀
で
修
行
を
し
た
。
そ
の
後
、
そ
の
評
判
が
理
宗
の
耳
に

入
り
、
朝
廷
に
召
さ
れ
た
。
祈
祷
す
れ
ば
霊
験
が
あ
り
、
洞
微
先
生
と
い
う
称
号
を
下
賜
さ
れ
た
。
ま
た
、
茅
山
に
壇
を
作
り
、
民
の

幸
福
を
祈
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
三
茅
君
へ
の
加
封
を
実
現
し
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
伝
記
の
末
尾
に
七
十
六
歳
で
死
去
し
た

と
い
う
が
、
そ
の
生
没
年
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
咸
淳
三
年
（
一
二
六
七
（
に
記
さ
れ
た
『
三
茅
真
君
加
封
事
典
』（
以
下
に
詳

述
（
の
序
文
に
は
「
君
す
で
に
仙
去
す
」
と
あ
り
、
当
時
す
で
に
死
去
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

同
書
に
み
え
る
淳
祐
年
間
の
称
号
は
「
特
賜
洞
微
先
生
・
右
街
鑒
義
・
主
管
教
門
公
事
・
佑
聖
觀
虛
白
齋
高
士
」
で
あ
る
。
こ
の
称

号
か
ら
、
上
述
の
伝
記
に
少
し
情
報
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
称
号
の
う
ち
、「
右
街
鑒
義
」
と
い
う
部
分
か
ら
は
、
司
徒
師
坦
が
道

官
に
任
命
さ
れ
こ
と
が
分
か
る（

（1
（

。
次
の
「
主
管
教
門
公
事
」
は
具
体
的
な
職
掌
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
道
士
や
道
観
に
関
す
る
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問
題
を
裁
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
道
士
と
し
て
の
知
識
や
経
験
を
評
価
さ
れ
て
こ
の
職
に
つ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
一
番
注
目
す
べ
き
は
、
最
後
の
「
佑
聖
觀
・
虛
白
齋
高
士
」
の
部
分
で
あ
る
。
上
述
の
伝
記
に
よ
れ
ば
司
徒
師
坦
は
理
宗
に

よ
っ
て
朝
廷
に
召
さ
れ
て
、
臨
安
に
進
出
し
た
。
そ
の
際
、
司
徒
師
坦
が
ど
の
よ
う
な
待
遇
を
受
け
て
い
た
の
か
が
知
ら
れ
る
。
こ
の

佑
聖
観
に
つ
い
て
は
『
咸
淳
臨
安
志
』
巻
十
三
「
佑
聖
觀
」
の
項
目
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

在
興
禮
坊
内
。
孝
宗
皇
帝
舊
邸
。
紹
興
十
六
年
、
以
普
安
就
外
第
時
建
。
明
年
、
誕
生
光
宗
皇
帝
。
乾
道
四
年
、
寧
宗
皇
帝
、
又

開
甲
觀
之
祥
。
淳
熈
三
年
、
詔
改
為
道
宫
、
以
奉
真
武
。
紹
定
間
、
重
建
門
曰
佑
聖
之
觀
。
殿
曰
祐
聖
之
殿
。
藏
殿
在
西
廡
、
曰

瓊
章
寳
藏
。
皆
理
宗
皇
帝
御
書
。（
中
略
（
又
御
書
黄
庭
經
以
賜
、
皆
刻
之
石
。
後
殿
奉
今
上
皇
帝
元
命
。（
中
略
（
延
真
館
在
觀

之
西
、
有
道
紀
堂
・
虚
白
齋
。

こ
の
道
観
は
真
武
神
を
祭
祀
す
る
も
の
で
あ
り
、
神
の
称
号
で
あ
る
「
佑
聖
真
君
」
か
ら
名
前
を
取
っ
て
い
る
。
ま
た
、
上
皇
の
元

命
神
も
祭
祀
し
て
い
た
。
佑
聖
観
に
は
道
士
の
居
所
と
し
て
延
真
館
が
併
設
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
虚
白
齋
と
い
う
施
設
が
あ
っ
た
。

司
徒
師
坦
の
称
号
に
「
虚
白
齋
高
士
」
と
あ
る
の
で
、
臨
安
で
は
そ
こ
に
所
属
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
佑
聖
観
は
宋
朝
の
皇
帝

の
た
め
に
皇
帝
の
本
命
星
な
ど
の
祭
祀
を
行
う
「
御
前
宮
観
」
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
一
般
の
道
観
よ
り
も
一
段
ラ
ン
ク
が
高
い
道
観
で

あ
っ
た
。

ま
た
、「
高
士
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
南
宋
時
代
特
有
の
道
士
の
地
位
で
あ
る（

（1
（

。
葉
紹
翁
『
四
朝
見
聞
録
』
巻
三
丙
に
は
「
高
士
」

と
い
う
項
目
が
あ
り
、「
孝
宗
聖
性
超
詣
、
靡
所
弗
究
厥
旨
、
尤
精
内
景
。
時
詔
山
林
修
飬
者
入
都
、
置
之
高
士
寮
。
人
因
稱
之
曰
某

高
士
」
と
概
括
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
高
士
」
の
制
度
は
孝
宗
の
時
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
、
地
方
の
道
士
が
臨
安
に
招
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聘
さ
れ
た
際
に
「
高
士
寮
（
高
士
斎
（」
が
居
所
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
所
属
す
る
道
士
は
、
居
所
の
名
前
に
ち
な
ん
で

「
高
士
」
と
称
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
司
徒
師
坦
の
所
属
し
た
虚
白
齋
も
高
士
寮
で
あ
っ
た
ら
し
く
、「
虚
白
齋
高
士
」
と
名
乗
っ
て
い
た

ら
し
い
。
つ
ま
り
、
司
徒
師
坦
は
茅
山
の
崇
禧
觀
で
修
行
し
た
後
に
理
宗
に
「
高
士
」
と
し
て
抜
擢
さ
れ
、
臨
安
に
進
出
し
た
道
士
だ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
当
然
、
理
宗
皇
帝
と
も
強
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

理
宗
が
司
徒
師
坦
を
ど
の
よ
う
に
知
っ
た
の
か
、
ま
た
い
つ
臨
安
に
招
聘
し
た
か
は
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
司
徒
師
坦
が
臨
安

の
拠
点
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
佑
聖
観
は
紹
定
年
間
（
一
二
二
八
～
一
二
三
三
（
に
施
設
の
整
備
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
道
士

の
居
所
で
あ
る
延
真
館
の
整
備
も
行
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
そ
れ
以
降
に
臨
安
に
来
た
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

茅
山
で
の
加
封
儀
礼
が
淳
祐
九
年
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も
淳
祐
年
間
の
初
め
に
は
臨
安
の
佑
聖
観
に

「
高
士
」
と
し
て
招
聘
さ
れ
、
理
宗
の
強
い
信
頼
を
勝
ち
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
司
徒
師
坦
が
主
導
す
る
こ
と
に
よ
り
、
淳

祐
九
年
の
三
茅
真
君
へ
の
加
封
が
実
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。

六
、『
三
茅
真
君
加
封
事
典
』
の
概
要

淳
祐
九
年
の
加
封
に
つ
い
て
の
資
料
が
集
め
ら
れ
て
い
る
の
が
『
三
茅
真
君
加
封
事
典
』
で
あ
る
（
以
下
、『
加
封
事
典
』
と
略
称

す
る
（。
以
下
、
こ
の
資
料
に
も
と
づ
き
加
封
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
が
、
そ
の
前
に
同
書
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た

い
。
同
書
は
『
正
統
道
蔵
』
の
洞
真
部
・
譜
録
類
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
ほ
か
の
版
本
は
存
在
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
著
者
の
張

大
淳
に
よ
る
序
文
の
奥
付
は
「
丁
卯
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
内
容
か
ら
南
宋
末
期
の
咸
淳
三
年
（
一
二
六
七
（
に
相
当
す
る

と
思
わ
れ
、
そ
の
頃
に
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
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作
者
の
張
大
淳
に
つ
い
て
は
詳
し
い
伝
記
資
料
が
存
在
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
生
涯
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
序
文
に
載

せ
ら
れ
た
肩
書
で
あ
る
「
特
賜
沖
靖
明
真
微
妙
大
師
・
特
差
充
茅
山
山
門
道
正
・
權
知
崇
禧
觀
・
管
轄
本
山
諸
宮
觀
・
賜
紫
」
を
見
る

と
、
張
大
淳
は
宋
朝
か
ら
「
大
師
」
の
号
を
賜
っ
た
、
茅
山
の
崇
禧
觀
に
所
属
す
る
道
士
で
あ
り
、
茅
山
を
管
轄
す
る
道
官
（
道
教
を

管
轄
す
る
官
吏
。
道
士
が
任
命
さ
れ
た
（
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
茅
山
の
実
務
を
つ
か
さ
ど
る
道
士
と
し
て
、

大
き
な
権
限
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

上
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
書
に
は
淳
祐
九
年
に
行
わ
れ
た
、
茅
山
の
主
神
で
あ
る
三
茅
君
へ
の
加
封
の
儀
礼
に
ま
つ
わ
る
資
料
が
集

め
ら
れ
て
い
る
。
巻
上
に
は
淳
祐
九
年
正
月
に
発
給
さ
れ
た
尚
書
省
の
箚
符
に
始
ま
り
、
加
封
が
行
わ
れ
た
四
月
ま
で
の
関
連
す
る
行

政
文
書
、
お
よ
び
加
封
を
主
導
し
た
道
士
の
司
徒
師
坦
に
よ
る
上
奏
文
、
そ
し
て
加
封
の
際
に
使
わ
れ
た
祝
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

巻
下
に
は
「
進
封
三
茅
真
君
聖
号
慶
礼
醮
科
儀
」
と
い
う
科
儀
書
と
理
宗
皇
帝
に
よ
る
「
皇
帝
設
醮
青
詞
」
な
ど
の
三
篇
の
青
詞
が
収

め
ら
れ
、
儀
礼
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
三
茅
君
へ
の
加
封
が
行
わ
れ
た
後
、
加
封
が
無
事
に
行
わ
れ
た
こ
と

に
謝
意
を
表
す
る
司
徒
師
坦
の
「
奏
謝
加
封
祖
師
真
君
礼
表
」
な
ど
の
文
書
が
つ
づ
き
、
加
封
が
行
わ
れ
た
経
緯
を
石
碑
に
刻
む
こ
と

を
希
望
す
る
淳
祐
九
年
十
二
月
の
「
進
加
封
告
碑
表
」
で
終
わ
る
。

つ
ま
り
、『
加
封
事
典
』
は
淳
祐
九
年
の
一
年
間
を
通
し
た
、
三
茅
君
の
加
封
に
関
す
る
資
料
を
収
集
し
た
も
の
と
い
え
る
。
茅
山

を
管
轄
す
る
張
大
淳
は
こ
の
書
の
編
纂
を
通
し
て
、
三
茅
君
の
加
封
が
宋
朝
の
公
認
の
も
と
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
、
三
茅
君
を

祭
祀
す
る
役
割
を
持
つ
茅
山
の
権
威
付
け
を
は
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
張
大
淳
の
師
は
上
述
し
た
司
徒
師
坦
で
あ
り
、
司
徒

師
坦
の
功
績
を
顕
彰
す
る
意
図
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
文
献
は
ふ
た
つ
の
意
味
で
貴
重
な
資
料
と
い
え
よ
う
。
第
一
に
、
巻
上
に
収
録
さ
れ
て
い
る
当
時
の
行
政
文
書
か
ら
三
茅
君
の

加
封
が
実
現
す
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
が
詳
細
に
復
元
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
資
料
に
よ
り
、
宋
代
に
お
け
る
道
教
の
神
に
対
す
る
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賜
号
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
巻
下
の
科
儀
書
に
よ
っ
て
、
宋
朝
が
道
士
に
行
わ
せ
て
い
た
正
式
な
儀
礼
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。

宋
代
の
歴
代
皇
帝
は
道
教
を
信
奉
し
、
道
士
に
祭
祀
儀
礼
を
行
わ
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
の
儀
礼
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
示
す
資
料
は
少
な
い
。『
加
封
事
典
』
巻
下
に
は
、
加
封
の
際
に
行
わ
れ
た
斎
醮
儀
礼
の
科
儀
書
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
南
宋
時
代
の
国
家
公
認
の
道
教
儀
礼
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
資
料
に
依
拠

し
な
が
ら
、
淳
祐
九
年
の
加
封
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

七
、
三
茅
真
君
へ
の
加
封
の
経
緯

本
節
で
は
『
加
封
事
典
』
巻
上
に
よ
っ
て
、
淳
祐
九
年
の
三
茅
君
へ
の
加
封
が
実
現
し
た
経
緯
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う（

（1
（

。

以
下
、
巻
上
に
収
録
さ
れ
た
宋
朝
の
発
給
し
た
文
書
と
、
司
徒
師
坦
の
上
奏
文
に
よ
っ
て
、
加
封
の
過
程
を
復
元
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
加
封
の
経
緯
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

◎
淳
祐
九
年
（
一
二
四
九
（

【
一
月
】

・
司
徒
師
坦
が
「
左
街
道
録
・
主
管
教
門
公
事
」
に
任
ぜ
ら
れ
る
。（「
尚
書
省
箚
」（

【
二
月
】

・
司
徒
師
坦
が
就
任
を
辞
退
す
る
。（「
辞
免
道
録
表
」（
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・
辞
退
が
許
可
さ
れ
ず
。

・
あ
ら
た
め
て
左
街
道
録
に
就
任
す
る
よ
う
、
勅
黄
・
省
箚
が
一
通
ず
つ
発
給
さ
れ
る
。（「
内
省
公
文
」（

【
閏
二
月
】

・
司
徒
師
坦
が
左
街
道
録
に
就
任
す
る
こ
と
を
再
度
辞
退
。
そ
の
代
わ
り
に
、
三
茅
君
に
加
封
す
る
よ
う
に
要
請
。
崇
寧
元
年
に
三

茅
君
が
賜
号
さ
れ
た
際
の
告
勅
の
公
式
の
写
し
（
録
白
（
を
合
わ
せ
て
提
出
。（「
乞
加
封
表
」（

・
三
茅
君
へ
の
加
封
が
許
可
さ
れ
る
。（「
内
省
公
文
」
？
（

・
司
徒
師
坦
が
三
度
目
の
就
任
辞
退
。（「
辞
免
第
三
表
」（

【
三
月
】

・
三
茅
君
へ
の
加
封
（
二
文
字
追
加
（
が
実
現
。
尚
書
省
か
ら
建
康
府
と
崇
禧
觀
に
箚
符
。（「
省
箚
二
道
」（

・
茅
山
の
崇
禧
觀
か
ら
、
建
康
府
に
対
し
て
、
加
封
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
。
さ
ら
に
管
内
の
道
正
司
と
道
観
に
通
知
を
出
す
よ
う

に
依
頼
。（「
繳
省
箚
申
建
康
状
」（

・
司
徒
師
坦
が
醮
の
儀
礼
を
行
う
こ
と
を
建
議
（「
交
領
加
封
省
箚
表
」（

・
司
徒
師
坦
が
左
街
道
録
へ
の
就
任
を
受
諾
。（「
謝
転
道
録
表
」（

・
司
徒
師
坦
に
加
封
に
際
し
、
斎
醮
を
行
い
、
貢
物
を
す
る
よ
う
に
依
頼
。

・
三
茅
君
の
新
し
い
称
号
を
記
し
た
告
勅
が
三
通
下
さ
れ
る
。
ま
た
、
下
賜
さ
れ
る
儀
物
も
決
定
す
る
。

（「
告
勅
三
道
」「
賜
儀
物
」「
威
儀
一
十
四
事
」（

【
四
月
】

・
加
封
の
儀
礼
が
挙
行
さ
れ
る
。
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※
三
茅
君
の
祭
祀
に
使
わ
れ
た
「
祝
文
」
も
記
載
さ
れ
る
。（「
大
峰
祝
文
」「
二
峰
祝
文
」「
三
峰
祝
文
」（

【
六
月
】

・
司
徒
師
坦
が
加
封
に
対
す
る
感
謝
を
上
奏
。（「
奏
謝
加
封
祖
師
真
君
恩
礼
表
」（

【
十
二
月
】

・
司
徒
師
坦
が
三
茅
君
へ
の
加
封
の
経
緯
を
石
刻
す
る
旨
を
上
奏
。（「
進
加
封
告
碑
表
」（

以
上
、
淳
祐
九
年
の
一
年
を
か
け
て
、
三
茅
君
に
対
す
る
加
封
と
そ
れ
に
関
す
る
手
続
き
、
さ
ら
に
は
加
封
を
記
念
し
た
石
碑
の
作

成
ま
で
が
行
わ
れ
た
。
宋
代
に
な
る
と
、
石
刻
史
料
を
中
心
に
賜
号
や
加
封
に
関
す
る
資
料
も
多
く
な
る
が
、
こ
こ
ま
で
具
体
的
に
経

緯
が
分
か
る
例
は
珍
し
い
と
思
わ
れ
る
。
宋
代
の
加
封
に
関
す
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
三
茅
君
へ
の
加
封
は
、
少
し
変
則
的
な
発
端
か
ら
始
ま
る
。
は
じ
め
に
司
徒
師
坦
が
左
街
道
録
へ
の
就
任
を
要
請
さ
れ
、
そ
れ

を
辞
退
す
る
代
わ
り
に
三
茅
君
へ
の
加
封
を
行
う
よ
う
朝
廷
に
要
請
し
て
い
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
司
徒
師
坦
は
理
宗
と
の
コ
ネ
ク

シ
ョ
ン
が
あ
り
、
確
固
と
し
た
地
位
を
築
い
て
い
た
。
お
そ
ら
く
左
街
道
録
へ
の
就
任
は
前
提
と
し
て
決
ま
っ
て
お
り
、
辞
退
は
形
式

的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
左
街
道
録
へ
の
就
任
要
請
を
契
機
と
し
て
利
用
し
、
さ
ら
に
加
封
も
要
求
し
た
の
で
あ
ろ
う（

（1
（

。

加
封
を
実
現
す
る
に
は
、
盧
山
の
事
例
で
も
検
討
し
た
よ
う
に
、
霊
験
を
あ
ら
わ
す
な
ど
の
実
績
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
が
常
で
あ
る
。

司
徒
師
坦
は
ど
の
よ
う
に
三
茅
君
の
加
封
を
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
司
徒
師
坦
が
加
封
を
求
め
た
「
乞
加
封
表
」
の
内
容
を

検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

臣
（
作
者
注
：
司
徒
師
坦
（
翳
迹
茅
山
、
乃
三
茅
眞
君
成
道
之
所
、
係
第
一
地
肺
福
地
、
第
八
華
陽
洞
天
。
宫
觀
庵
院
、
晨
鍾
夕
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磬
、
奉
三
君
香
火
、
爲
國
焚
修
、
祝
延
聖
壽
、
天
下
名
山
、
於
斯
爲
盛
。
爰
自
漢
朝
迄
于
我
宋
、
或
發
三
君
之
潜
耀
、
或
隆
三
君

之
美
名
、
香
火
綿
綿
、
不
絶
如
綫
。
此
蓋
眞
仙
於
是
爲
治
職
之
地
、
國
家
於
是
植
無
疆
之
休
。

司
徒
師
坦
は
ま
ず
、
茅
山
が
三
茅
真
君
の
聖
地
で
あ
り
、
漢
代
か
ら
宋
代
に
至
る
ま
で
絶
え
ず
三
茅
君
の
祭
祀
が
続
い
て
お
り
、
国

家
と
皇
帝
の
長
寿
を
祈
祷
す
る
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
。

臣
不
揣
狂
愚
、
欲
乞
以
前
後
所
賜
巨
高
士
鑒
義
、
并
今
來
所
賜
道
録
勑
命
、
回
降
聖
恩
、
照
正
一
天
師
佑
聖
眞
君
近
例
、
加
封
本

山
祖
師
三
茅
眞
君
徽
號
。

次
に
、
司
徒
師
坦
は
皇
帝
か
ら
高
い
地
位
の
道
官
に
任
命
さ
れ
た
が
、
自
分
に
恩
恵
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
先
に
賜
号
さ
れ
て
い

た
張
道
陵
の
例
に
な
ら
っ
て
、
祖
師
で
あ
る
三
茅
真
君
に
加
封
を
実
現
す
る
よ
う
に
依
頼
す
る
。

竊
以
茅
氏
之
宗
、
仙
源
甚
遠
、
大
茅
君
盈
、
次
固
、
次
衷
、
兄
弟
三
人
、
巖
棲
谷
隱
、
精
練
道
眞
、
累
功
積
行
、
得
道
之
後
、
領

括
羣
仙
、
受
事
太
極
司
命
嶽
府
、
考
校
乎
吴
越
之
境
、
留
治
乎
赤
城
之
山
。

三
茅
真
君
（
茅
盈
、
茅
固
、
茅
衷
（
が
得
道
の
後
、
神
仙
を
管
轄
し
、
呉
越
の
地
域
の
司
命
神
と
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

水
旱
雨
雪
、
隨
禱
輒
應
。
禍
福
吉
凶
、
其
驗
如
響
。
狼
燧
以
之
而
息
警
、
魚
夢
以
之
面
考
祥
。
臣
自
入
山
以
來
、
每
奉
州
縣
禱
祈
、
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其
詳
如
此
。

そ
し
て
最
後
に
、
天
候
不
順
の
際
は
祈
祷
す
れ
ば
解
決
し
、
運
命
を
操
作
す
る
霊
験
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
司
徒
師
坦
自
身
も
州
県
の

た
め
に
祭
祀
を
行
っ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
る
。

宋
朝
は
「
水
・
旱
・
兵
・
疫
」
に
関
し
て
霊
験
を
あ
ら
わ
し
た
神
に
賜
号
を
行
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
三
茅
真
君
に
対
す
る
加

封
の
際
も
、
や
は
り
「
水
・
旱
」
へ
の
霊
験
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
茅
山
が
国
家
に
幸
福
を
も
た
ら
す
た
め
の
祭
祀
を
行
う
場

所
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
司
徒
師
坦
自
身
も
祭
祀
を
行
っ
て
き
た
こ
と
に
も
ふ
れ
、
加
封
を
実
現
す
べ
く
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。

八
、
加
封
の
実
施
と
儀
礼
の
挙
行

（
一
）
宋
朝
か
ら
の
下
賜
品

司
徒
師
坦
の
要
請
の
結
果
、
三
茅
真
君
に
対
す
る
加
封
は
ま
も
な
く
宋
朝
に
許
可
さ
れ
た
。
加
封
の
儀
礼
に
先
だ
っ
て
、
三
月
に
宋

朝
か
ら
下
賜
さ
れ
る
儀
物
の
一
覧
が
提
示
さ
れ
た
。『
加
封
事
典
』
巻
上
「
賜
儀
物
」
に
は
、
下
賜
さ
れ
た
三
茅
真
君
の
神
像
の
装
飾

品
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

沉
香
描
金
如
意
一
事
、
係
降
眞
香
柄
黄
羅
袋
、
黑
漆
匣
盛
、
鎖
鑰
全
錫
、
獻
大
茅
君
像
。

秉
執
玉
圭
二
面
、
紅
銷
金
袋
各
小
朱
紅
匣
盛
、
外
大
朱
紅
匣
護
、
鎖
鑰
全
錫
、
獻
中
茅
君
。
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小
茅
君
秉
執
織
天
尊
緑
錦
旛
二
首
、
各
長
二
丈
。

大
茅
君
の
像
に
は
如
意
、
中
茅
君
の
像
に
は
玉
圭
、
小
茅
君
に
は
錦
幢
が
装
飾
品
と
し
て
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
小
茅
君
の
持
つ
錦
旛

が
二
丈
（
約
六
メ
ー
ト
ル
（
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
三
茅
真
君
の
神
像
は
か
な
り
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

続
い
て
「
威
儀
一
十
四
事
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
儀
礼
の
際
に
使
う
た
め
に
下
賜
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
儀
物
が
十
四
種
列
挙
さ
れ

て
い
る
。
具
体
的
に
は
、（
一
（
節
一
對
五
層
、（
二
（
幢
一
對
、（
三
（
旌
一
對
、（
四
（
旛
一
對
、（
五
（
五
明
扇
一
對
、（
六
（
羽
扇

一
對
、（
七
（
如
意
一
對
、（
八
（
覃
護
威
儀
黄
絹
袋
一
十
二
箇
、（
九
（
盛
威
儀
朱
紅
木
匣
一
隻
、（
十
（
威
儀
黑
漆
立
架
二
座
、（
十

一
（
沉
香
五
兩
、（
十
二
（
腦
子
五
兩
、（
十
三
（
新
茶
五
十
片
、（
十
四
（
銀
一
百
兩
、
と
い
う
品
々
で
あ
る
。

は
じ
め
の
「
節
一
對
五
層
」
の
箇
所
に
、

節
一
對
五
層
、
係
五
色
線
絛
鋪
造
。
每
層
有
銅
管
銅
蓋
子
各
一
箇
、
上
有
六
角
寳
蓋
龍
頭
銜
銷
金
彩
旛
六
首
、
旛
脚
有
銅
鈴
兒
、

每
一
節
八
十
四
箇
、
龍
頭
朱
紅
榦
子
、
下
有
銅
箍
。

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
儀
物
に
は
華
美
な
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
た
。
以
下
の
儀
物
も
同
じ
く
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
儀
物
か
ら
は
、
宋
朝
（
理
宗
（
が
こ
の
加
封
に
非
常
に
力
を
入
れ
て
援
助
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
二
）
儀
礼
当
日
の
様
子

加
封
の
儀
礼
が
行
わ
れ
た
の
は
淳
祐
九
年
の
四
月
二
十
三
日
で
あ
っ
た
。『
加
封
事
典
』
巻
上
に
は
、
当
日
の
様
子
が
以
下
の
よ
う
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に
記
さ
れ
て
い
る
。

四
月
二
十
三
日
甲
子
、
集
諸
山
市
民
、
恭
迎
告
勑
、
昭
告
三
峰
。
時
值
連
日
風
雨
、
二
十
二
日
、
高
士
登
壇
上
、
急
奏
章
借
晴
。

次
早
五
更
嗚
鼓
集
眾
、
宿
雨
即
止
、
霽
色
開
明
、
躬
率
本
山
諸
宮
觀
主
首
道
眾
、
庵
寮
道
人
、
同
鎮
市
士
庶
父
老
、
出
山
祇
迎
亭
、

卓
香
花
嬸
幢
、
旌
旗
鑼
鼓
、
鐃
鈸
清
樂
、
仙
仗
儀
從
、
及
本
山
常
寧
鎮
官
領
兵
率
旗
隊
金
鼓
衛
護
約
千
餘
人
、
遠
近
山
居
來
觀
者

如
堵
。
是
日
天
氣
清
和
、
祥
煙
如
畫
、
仙
鶴
嗚
於
晴
空
、
白
兔
現
於
峰
頂
。
先
迎
告
勑
、
至
崇
禧
觀
門
、
高
士
率
諸
山
主
首
道
俗

望
闕
謝
恩
、
歡
呼
萬
歲
、
次
登
大
茅
峰
、
奉
行
典
禮
、
宣
揚
告
命
、
敷
獻
寶
器
。
次
登
中
茅
峰
、
小
芽
峰
、
儀
獻
如
前
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
儀
礼
の
前
は
連
日
風
雨
が
あ
っ
た
た
め
、
司
徒
師
坦
が
上
章
の
儀
礼
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
雨
は
や
み
晴
れ
渡

っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
茅
山
の
道
観
の
住
持
や
道
士
、
茅
山
の
あ
る
常
寧
鎮
の
地
元
民
た
ち
が
加
封
の
命
令
を
記
し
た
告
勅
を
出
迎

え
た
。
常
寧
鎮
か
ら
儀
仗
兵
が
派
遣
さ
れ
、
見
物
人
も
非
常
に
多
か
っ
た
と
い
う
。
崇
禧
觀
に
告
勅
が
到
着
し
た
の
ち
、
道
士
も
俗
人

も
そ
ろ
っ
て
理
宗
皇
帝
が
加
封
し
た
こ
と
に
謝
恩
し
た
。
ま
ず
大
茅
山
に
登
り
儀
礼
を
行
い
、
三
茅
真
君
に
「
宝
器
」（
お
そ
ら
く
上

述
の
供
物
（
を
献
上
し
た
。
続
い
て
中
茅
山
、
小
茅
山
で
も
儀
礼
を
行
っ
た
と
い
う
。『
加
封
事
典
』
巻
上
の
最
後
に
収
め
ら
れ
て
い

る
「
大
茅
祝
文
」「
二
茅
祝
文
」「
三
茅
祝
文
」
は
三
茅
真
君
を
表
彰
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
山
で
読
み
上
げ
ら
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

こ
の
記
述
か
ら
は
、
加
封
の
命
令
を
記
し
た
告
勅
を
出
迎
え
る
こ
と
は
と
て
も
大
が
か
り
な
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
ま
た
、
茅
山
の
道
士
た
ち
だ
け
で
な
く
、
地
元
の
住
民
も
参
加
し
、
常
寧
鎮
の
地
方
政
府
も
巻
き
込
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
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（
三
）
儀
礼
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

『
加
封
事
典
』
巻
下
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
進
封
三
茅
真
君
聖
号
慶
礼
醮
科
儀
」
と
「
慶
礼
設
醮
儀
」
は
、
淳
祐
九
年
の
加
封
に
際

し
て
行
わ
れ
た
儀
礼
の
科
儀
書
で
あ
る
。
儀
礼
が
行
わ
れ
た
四
月
二
十
三
日
は
こ
の
科
儀
書
に
も
と
づ
い
て
儀
礼
が
挙
行
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
以
下
に
「
進
封
三
茅
真
君
聖
号
慶
礼
醮
科
儀
」
と
「
慶
礼
設
醮
儀
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
紹
介
し
て
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。

「
進
封
三
茅
真
君
聖
号
慶
礼
醮
科
儀
」

（
一
（
発
爐
？
（
儀
礼
如
常
（

天
へ
の
使
い
と
な
る
道
士
の
体
内
神
を
呼
び
出
す
も
の
。
後
半
に
「
復
爐
」
の
項
目
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
と
対
に
な
る
「
発
爐
」

が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
二
（
啓
聖

宋
朝
が
さ
ま
ざ
ま
な
神
を
祭
祀
し
て
幸
い
を
得
て
い
る
こ
と
、
茅
山
が
神
仙
の
居
所
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
理
宗
朝
が
加
封

を
決
定
し
た
こ
と
、
そ
の
意
を
受
け
て
斎
醮
を
行
う
こ
と
を
述
べ
る
。

（
三
（
宣
詞
（
三
捻
上
香
（

大
茅
君
を
供
養
し
、
そ
の
道
力
で
皇
帝
が
長
生
す
る
こ
と
を
祈
る
。

中
茅
君
を
供
養
し
、
そ
の
道
力
で
皇
后
を
言
祝
ぐ
こ
と
を
祈
る
。

小
茅
君
を
供
養
し
、
そ
の
道
力
で
民
衆
を
加
護
す
る
こ
と
を
祈
る
。

（
四
（
大
謝
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今
回
の
加
封
に
つ
い
て
述
べ
る
。

（
五
（
十
二
願

詳
細
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
太
上
出
家
伝
度
儀
』
や
『
金
籙
斎
投
簡
儀
』
な
ど
、
宋
代
に
編
纂
さ
れ
た
科
儀
書
に
み
ら
れ
る

項
目
で
あ
る
。

（
六
（
復
爐

「
常
儀
の
如
し
」
と
あ
り
、
詳
細
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

「
慶
礼
設
醮
儀
」

（
一
（
衛
霊
呪

（
二
（
発
爐

「
常
式
の
如
し
」
と
あ
り
、
詳
細
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

（
三
（
出
官

「
常
式
の
如
し
」
と
あ
り
、
出
官
の
儀
礼
自
体
の
詳
細
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

三
茅
君
の
加
封
を
皇
帝
の
命
で
行
う
こ
と
、「
青
詞
一
通
を
拝
上
」
し
て
、
功
曹
使
者
た
ち
が
天
に
報
告
し
に
い
く
こ
と
を
述
べ

る
。

（
四
（
各
称
法
位

三
茅
君
の
来
歴
を
述
べ
て
表
彰
し
、
皇
帝
か
ら
美
称
を
下
賜
さ
れ
た
の
で
、
儀
礼
を
行
う
こ
と
を
神
々
に
告
げ
る
。

（
五
（
請
聖
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三
茅
君
を
儀
礼
の
場
に
招
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
六
（
三
献
（
初
献
（

茅
山
の
祖
師
で
あ
る
三
茅
君
の
来
歴
と
、
人
々
と
国
家
を
守
っ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
今
上
皇
帝
が
信
仰
を
し
て
道

士
た
ち
に
祭
祀
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

（
七
（
三
献
（
亜
献
（

三
茅
君
を
表
彰
し
、
今
回
の
儀
礼
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
三
茅
君
が
衆
生
に
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
を
祈
る
。

（
八
（
三
献
（
終
献
（

神
々
が
儀
礼
の
場
に
降
臨
し
た
こ
と
を
ね
ぎ
ら
う
。

（
九
（
送
聖

詳
細
不
明
。
醮
席
に
招
い
た
神
々
を
天
界
に
帰
還
さ
せ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
十
（
内
官

（
十
一
（
復
爐

（
二
（（
三
（
と
対
応
す
る
も
の
。「
常
儀
の
如
し
」
と
あ
る
だ
け
で
、
詳
細
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
後
、
さ
ら
に
三
つ
の
青
詞
（「
皇
帝
設
醮
青
詞
」「
内
省
張
都
知
醮
詞
」「
崇
禧
觀
醮
詞
」（
が
付
さ
れ
る
が
、
儀
礼
の
ど
こ
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
使
用
さ
れ
た
の
か
は
明
確
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、（
五
（
請
聖
の
願
文
に
「
設
醮
青
詞
、
謹
當
宣
奏
」
と
あ
る

の
で
、
少
な
く
と
も
「
皇
帝
設
醮
青
詞
」
は
そ
こ
で
読
み
上
げ
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
「
進
封
三
茅
真
君
聖
号
慶
礼
醮
科
儀
」
と
「
慶
礼
設
醮
儀
」
を
ほ
か
の
科
儀
書
と
比
較
し
た
場
合
、
特
に
変
わ
っ
た
儀
礼
の
項
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目
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
斎
醮
の
形
式
を
使
い
、
願
文
の
部
分
だ
け
加
封
に
特
化
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。

し
か
し
、
こ
の
科
儀
書
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
特
色
が
あ
る
と
い
え
る
。
第
一
に
、
伝
統
あ
る
道
教
の
聖
地
・
茅
山
の
道
士
に
よ
っ
て

作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
。
第
二
に
、
宋
朝
の
承
認
の
も
と
に
行
わ
れ
た
、
い
わ
ば
国
家
公
認
の
道
教
儀
礼
で
使
わ
れ
た
も
の
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
二
点
の
理
由
に
よ
り
、
こ
の
科
儀
書
は
加
封
と
い
う
少
し
特
殊
な
状
況
で
使
わ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

当
時
の
道
教
儀
礼
の
規
範
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
窺
え
る
と
い
う
点
で
も
非
常
に
貴
重
な
資
料
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

九
、
小
結

本
稿
で
は
南
宋
時
代
に
お
け
る
道
教
の
神
に
対
す
る
加
封
と
、
そ
れ
に
伴
う
儀
礼
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
盧
山
と
茅
山

の
事
例
で
は
、
一
般
的
な
民
間
信
仰
の
神
と
同
じ
く
、「
水
・
旱
・
兵
・
疫
」
に
よ
る
災
い
を
避
け
、
国
家
を
保
護
す
る
霊
験
を
し
め

し
た
こ
と
を
表
彰
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
神
で
あ
る
九
天
採
訪
使
者
と
三
茅
君
へ
加
封
を
要
請
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ

ら
に
、
南
宋
と
モ
ン
ゴ
ル
の
戦
争
や
、
理
宗
皇
帝
と
道
士
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
の
同
時
代
的
な
背
景
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら

か
に
し
た
。

さ
ら
に
、
盧
山
に
お
け
る
加
封
の
際
に
は
霊
宝
道
場
（
霊
宝
斎
（
や
醮
な
ど
の
道
教
式
の
儀
礼
が
行
わ
れ
、
茅
山
に
お
け
る
加
封
の

儀
礼
で
は
新
規
に
科
儀
書
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
も
述
べ
た
。
茅
山
に
お
け
る
加
封
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
儀
礼
書
は
、
国
家
祭
祀
と
道

教
儀
礼
が
融
合
し
た
、
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
宋
代
に
お
け
る
国
家
祭
祀
と
道
教
に
つ
い
て
は
、
ま
た
機
会
を
あ
ら
た

め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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注（
（
（
本
稿
は
二
〇
一
五
年
に
香
港
中
文
大
学
で
開
催
さ
れ
た
、「『
比
較
視
野
中
的
道
教
儀
式
』
国
際
学
術
検
討
会
」
で
の
発
表
、
お
よ
び
予

稿
集
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
内
容
を
も
と
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
、
学
会
の
論
文
集
が
出
版
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、

諸
事
情
に
よ
り
遅
れ
て
い
る
た
め
、
日
本
語
版
を
先
に
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
日
本
語
版
の
発
表
を
許
可
し
て

下
さ
っ
た
呂
鵬
志
先
生
に
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
学
会
発
表
当
日
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
で
あ
り
、
ご
批
正
い
た
だ
い
た
張
超
然
先

生
に
も
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
学
会
発
表
の
前
後
に
小
林
隆
道
氏
と
意
見
交
換
を
行
い
、
本
稿
に
も
そ
の
成
果
が
反
映
さ
れ
て
い

る
。
小
林
氏
に
も
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。

（
（
（
宋
代
の
賜
号
に
つ
い
て
は
、
松
本
浩
一
「
宋
代
の
賜
額
・
賜
号
に
つ
い
て

―
主
と
し
て
『
宋
会
要
輯
稿
』
に
み
え
る
史
料
か
ら
」（
野

口
鐵
郞
編
『
中
國
史
に
お
け
る
中
央
政
治
と
地
方
政
治
』（
昭
和
六
十
年
度
科
硏
費
報
告
（
所
収
、
一
九
八
六
年
。
の
ち
に
『
宋
代
の
道

教
と
民
間
信
仰
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
に
再
録
（、V

alerie	H
ansen,	Changing G

ods in M
edieval China, 1127-1276, 

Princeton	U
niversity	Press,	 （（（0

：
須
江
隆
「
唐
宋
期
に
お
け
る
祠
廟
の
廟
額
・
封
号
の
下
賜
に
つ
い
て
」（『
中
国

―
社
会
と
文

化
』
第
九
号
、
一
九
九
四
年
（、
同
「
熙
寧
七
年
の
詔
」
―
北
宋
神
宗
期
の
賜
額
・
賜
号
―
」（『
東
北
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
八
輯
、
二

〇
〇
一
年
（
な
ど
同
氏
の
一
連
の
論
考
を
参
照
。

（
（
（
翊
聖
保
徳
真
君
に
つ
い
て
は
、
劉
枝
萬
「
天
蓬
神
と
天
蓬
呪
に
つ
い
て
」（
秋
月
觀
暎
編
『
道
教
と
宗
教
文
化
』
所
収
。
平
川
出
版
社
、

一
九
八
七
年
。
同
『
台
湾
の
道
教
と
民
間
信
仰
』
に
再
録
。
風
響
社
、
一
九
九
四
年
（、
中
嶋
隆
蔵
「『
軒
轅
本
紀
』
と
『
翊
聖
保
徳
真
君

伝
』
―
北
宋
真
宗
時
代
、
読
書
人
層
に
於
け
る
道
教
思
想
の
一
側
面
―
」（『
東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
』
第
五
十
一
号
、
二
〇
〇

二
年
（
を
参
照
。
九
天
司
命
上
卿
保
生
大
帝
は
、
真
宗
の
崇
道
政
策
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
神
で
あ
る
。
楠
山
春
樹
「
道
教
に
お
け
る
黄

帝
と
老
子
」（『
日
本
中
国
学
会
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集
』
所
収
。
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
（
や
福
島
正
「
天
書
始
末
記
」（『
中
国

思
想
に
お
け
る
身
体
・
自
然
・
信
仰
：
坂
出
祥
伸
先
生
退
休
記
念
論
集
』
所
収
。
東
方
書
店
、
二
〇
〇
四
年
（
を
参
照
。

（
（
（
理
宗
の
道
教
信
仰
に
つ
い
て
は
、
唐
代
劍
『
宋
代
道
教
管
理
制
度
研
究
』（
綫
装
書
局
、
二
〇
〇
三
年
（
と
汪
聖
鐸
『
宋
代
政
教
関
係
研

究
』（
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
（
を
参
照
。
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（
（
（
た
だ
し
、『
華
蓋
山
浮
丘
王
郭
三
真
君
事
実
』
巻
二
に
も
、
同
じ
く
嘉
熙
元
年
に
理
宗
が
三
真
人
の
賜
号
を
命
じ
た
際
の
「
理
宗
皇
帝
加

封
浮
祐
・
正
祐
・
顕
祐
真
君
詞
命
」
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
世
継
ぎ
を
求
め
る
よ
う
な
記
述
は
無
い
。

（
6
（
理
宗
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
何
忠
礼
『
南
宋
史
稿
』（
杭
州
大
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
（
な
ど
を
参
照
。

（
（
（
九
天
採
訪
使
者
へ
の
信
仰
に
つ
い
て
は
、
横
手
裕
「
佐
命
山
三
上
司
山
考
」（『
東
方
宗
教
』
第
九
十
四
号
、
一
九
九
九
年
（
を
参
照
。

（
（
（
宋
と
モ
ン
ゴ
ル
の
戦
争
に
つ
い
て
は
、
陳
世
松
・
匡
裕
徹
・
朱
清
沢
・
李
鵬
貴
『
宋
元
戦
争
史
』（
内
蒙
古
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
〇

年
（
を
参
照
し
た
。

（
（
（
三
茅
君
の
伝
説
に
つ
い
て
は
、
小
南
一
郎
『
中
国
の
神
話
と
物
語
り

―
古
小
説
史
の
展
開
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
（
を
参
照
。

ま
た
、
茅
山
の
宗
教
的
な
景
観
に
つ
い
て
は
、
陶
金
「
茅
山
宗
教
空
間
の
秩
序
・
歴
史
的
発
展
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
探
究
と
再
建
」（『
洞

天
福
地
研
究
』
第
四
号
、
二
〇
一
三
年
（
を
参
照
。

（
（0
（
道
教
の
聖
地
と
し
て
の
茅
山
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
楊
世
華
・
潘
一
徳
『
茅
山
道
教
史
』（
華
中
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
（
を

参
照
。
天
聖
四
年
（
一
〇
二
六
（
に
、
宋
朝
は
道
教
祭
祀
を
行
う
費
用
と
負
担
の
軽
減
の
た
め
、
二
十
箇
所
の
聖
地
を
選
び
、
ほ
か
の
と

こ
ろ
で
は
祭
祀
を
と
り
や
め
る
こ
と
に
し
た
。『
東
斎
記
事
』
巻
一
や
『
清
波
雑
誌
』
巻
九
に
は
、
そ
の
際
に
選
ば
れ
た
聖
地
が
列
挙
さ

れ
て
お
り
、
宋
代
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
聖
地
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
に
茅
山
に
あ
る
道
教
の
聖
地
（
洞
天
（
で
あ
る
「
華
陽

洞
」
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
実
質
的
に
は
茅
山
を
指
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
百
四
に
も
「（
天
聖
四
年

十
二
月
（
辛
巳
、
道
録
院
上
所
定
名
山
洞
府
歲
投
龍
簡
者
二
十
處
、
餘
悉
罷
之
。」
と
あ
り
、
投
龍
簡
を
す
る
場
所
を
道
録
院
が
定
め
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（
こ
の
称
号
は
『
加
封
事
典
』
巻
上
「
省
劄
二
道
」
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
。
同
書
巻
上
「
元
封
告
勅
」
で
は
、
三
茅
君
の
北
宋
時
代
の

称
号
は
そ
れ
ぞ
れ
「
太
元
妙
道
真
君
・
東
嶽
上
卿
司
命
神
君
」、「
定
録
冲
靜
真
人
」、「
三
官
保
命
冲
慧
真
人
」
と
さ
れ
て
お
り
、（
お
そ

ら
く
は
省
略
の
た
め
（
字
数
が
少
な
く
、
さ
ら
に
末
尾
が
異
な
っ
て
い
る
。
大
茅
君
は
「
真
君
」、
中
茅
君
と
小
茅
君
は
「
真
人
」
と
な

っ
て
お
り
、
大
茅
君
だ
け
が
ち
が
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
上
述
の
王
古
に
よ
る
規
定
に
よ
れ
ば
、
道
教
の
神
仙
の
称
号
で
は
「
真

君
」
の
ラ
ン
ク
が
上
、「
真
人
」
が
下
と
さ
れ
て
お
り
、
大
茅
君
だ
け
が
上
位
の
神
仙
と
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
中
茅
君

と
小
茅
君
が
北
宋
時
代
に
「
真
人
」
だ
っ
た
の
が
、
南
宋
に
「
真
君
」
に
格
上
げ
さ
れ
た
可
能
性
も
出
て
く
る
。
資
料
不
足
に
よ
り
ど
ち
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南宋時代における道教の神への加封

ら
が
正
し
い
の
か
決
め
が
た
い
が
、
こ
こ
で
は
淳
祐
九
年
に
加
封
が
実
現
し
た
際
に
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
あ
げ
て
お
い
た
。

（
（（
（
理
宗
の
時
代
、
茅
山
に
お
け
る
上
清
経
籙
の
伝
承
者
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
「
宗
師
」
の
地
位
を
、
金
華
出
身
の
道
士
・
朱
知
常
が
簒
奪
す

る
事
件
が
起
き
た
。
司
徒
師
坦
は
朱
知
常
を
理
宗
に
紹
介
し
、
い
わ
ば
そ
の
簒
奪
事
件
の
引
き
金
・
後
ろ
盾
と
な
っ
た
道
士
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
南
宋
時
代
の
茅
山
の
大
物
道
士
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
師
を
中
心
に
茅
山
の
歴
史
を
記
し
た
元
代
の
『
茅
山
志
』
に

は
二
回
し
か
登
場
せ
ず
、
伝
記
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
拙
稿
「
被
簒
奪
的
茅
山
宗
師
之
地
位
」（『
華
人
宗
教
研
究
』
第
十
期
、
二
〇
一

七
年
（
は
こ
の
事
件
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
の
姉
妹
編
で
あ
る
。
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
（
宋
代
の
道
官
制
度
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
唐
代
劍
『
宋
代
道
教
管
理
制
度
研
究
』
を
参
照
。

（
（（
（
高
士
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
唐
代
劍
『
宋
代
道
教
管
理
制
度
研
究
』
と
汪
聖
鐸
『
宋
代
政
教
関
係
研
究
』、
注
（（
前
掲
の
拙
稿
を

参
照
。

（
（（
（
小
林
隆
道
「
南
宋
淳
祐
九
年
に
お
け
る
茅
山
加
封
文
書
の
発
出
過
程
―
『
道
蔵
』
所
収
『
三
茅
真
君
加
封
事
典
』
を
分
析
対
象
と
し
て

―
」（
宋
代
史
研
究
会
編
『
宋
代
史
料
へ
の
回
帰
と
展
開
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
九
年
（
に
お
い
て
、
宋
朝
が
発
給
し
た
文
書
の
流
れ
か
ら
、

加
封
の
経
緯
が
よ
り
詳
し
く
復
元
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
も
参
照
さ
れ
た
い
。
小
林
氏
の
論
考
は
文
書
行
政
史
の
観
点
か
ら
『
加
封

事
典
』
の
研
究
を
進
め
た
成
果
で
あ
る
。

（
（6
（
注
（（
前
掲
の
小
林
氏
の
論
文
に
よ
れ
ば
、
役
職
へ
の
就
任
を
三
回
辞
退
す
る
と
い
う
や
り
取
り
は
一
般
的
な
官
僚
と
同
様
だ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
ま
た
、
小
林
氏
は
、
宋
朝
と
司
徒
師
坦
の
間
の
や
り
取
り
に
関
与
し
て
い
た
の
が
宦
官
の
張
延
慶
で
あ
り
、
加
封
に
つ
い
て
も

司
徒
師
坦
と
張
延
慶
の
間
で
す
で
に
話
が
つ
い
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る
。
ま
た
、
張
延
慶
が
祐
聖
観
の
提
点
を
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

祐
聖
観
に
い
た
司
徒
師
坦
と
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
同
論
文
で
は
、
張
延
慶
は
上
述
の
盧
山

に
お
け
る
加
封
に
も
関
与
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
注
（（
前
掲
の
拙
稿
で
も
、
宦
官
が
御
前
宮
観
を
管
轄
し
て
い
た

こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
い
る
道
士
と
接
点
を
持
つ
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
（
宋
代
の
斎
醮
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
張
澤
洪
「
宋
代
道
教
斎
醮
」（『
宗
教
学
研
究
』
一
九
九
六
年
第
一
期
（
を
参
照
。
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